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研究成果の概要（和文）：本研究を通じて、私たちは現代日本の若者たちが力を奪われている実態について共通認識を
得た。とはいえ、具体的な事例の協働的研究を通して、さまざまな難題に直面しつつも多くの若者たちがエンパワーさ
れていく可能性が明らかになった。総じて、〈一元的操作モデル〉にもとづく施策と実践はかれらの力を奪い取りがち
である。これに対して、〈多元的生成モデル〉はかれらをエンパワーできる。多くの事例において、かれらを〈若年市
民層〉へと育む実践に共通するのは、相互的主体変容を促しているという特徴であった。〈多元的生成モデル〉は、エ
ンパワメントの実践に共通する本質的特徴であり、今後の教育改革のあり方を示唆している。

研究成果の概要（英文）：Through this research project, we have shared the recognition that the deprived 
condition of youth is the most serious problem. However, as collaborative case-studies have shown, we can 
find that many young people are empowered. As a whole, the policies and practices based on 
“uni-dimensional operative model” might deprive them of power. In contrast, we find that 
“multi-dimensional generative model” could empower the deprived youth. And the latter model is regarded 
as interactive transformation among actors in most cases. “Multi-dimensional generative model” is 
regarded as the essence of empowerment practices, and so suggests the direction of educational reform in 
the future.

研究分野： 教育社会学
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１．研究開始当初の背景 
先進諸国を中心として、若年層の現状はき

わめて厳しい状況にある。とくに、雇用環境
の悪化と就労意欲の減退はことのほか深刻
である。グローバル経済とマネーゲームが進
行する中で相次ぐ国家財政の破綻や金融不
安は、若年層を取り巻く状況の悪化を加速さ
せる危険性がある。世代間断絶や社会不安の
火種にもなりかねない。しかも、わが国の場
合、GDP に占める若年層対象社会保障費比
率は欧米に比べてきわめて低水準にある。新
自由主義が彩る政策の中で教育や雇用の「失
敗」は個人化され、当事者も口をつぐんでし
まいがちとなる。雇用ばかりではない。世代
間比較調査によれば、消費社会を浮遊する若
年層は、これまでの世代とは質的に異なる将
来不安と生の断片化に苛まれているのであ
る。しかるに、若年層についての学術研究、
とりわけ教育研究はかれらの実態を構造的
に把握し切れているとはいえない。ましてや、
かれらのエンパワメントがいかにして可能
であるかということについての知的貢献は
いまだ未開拓のままである。若者文化論やサ
ブカルチャー論の肯定的まなざしと大衆社
会の批判的なまなざしを架橋し、当事者たち
自身がさまざまな不利益をアサーティブに
語り連帯し行動していく機会を創り出して
いく視点もきわめて弱い。たしかに個別の草
の根の実践はあるが、それらが互いに有機的
につながることは少ない。とくに、高卒者や
学校を離脱した人々の声に丁寧に耳を傾け、
かれら自身のエンパワメントへとつなげて
いく役割は、教育研究者が果たすべききわめ
て重要なミッションであると考えた。そのた
めには、「臨床」の捉え方の転換と徹底が必
要であり、対象の特徴や応用性という次元を
超え出た視点、つまり、「こちら側が他者に
よって変えられていくような関係性」の再生
こそが実現される必要がある。換言すれば、
それはかれら自身の言葉をいかに「言説の資
源」として再構成していくかという「公共圏」
をめぐる課題であるともいえる。 
もちろん、教育研究者も個々の専門性にもと
づく「窓」を通して若年層の現状を分析した
り、他国との比較研究を行ったりすることで
独自の知見を提供し始めている。かれらが直
面する現実を丁寧に記述しようとする研究
も展開され始めている。しかし、圧倒的に不
足しているのは、若年層の支援を進める実践
者と私たち研究者との有意義で持続可能な
協働関係である。「臨床」「エンパワメント」
「公共圏」といったキー概念の根源的な意味
に照らして、先行研究は多くの克服すべき課
題を抱えているといってよい。それは研究そ
れ自体の課題でもあるが、なにより私たちの
文化と社会がいまだ〈近代〉の呪縛の中にあ
る証左でもある。私たちの先の共同研究プロ
ジェクトは、①現代日本社会のまなざしが
「後期子ども」（15 歳～30 歳）に対してきわ
めてネガティブな性質を帯びており、かつ、

そのまなざしはさまざまな経験のありよう
によって左右され得るものであること、②
「後期子ども」の当事者たち自身がこれから
の社会の行く末に根深い不安を抱き、かつ、
社会の変革可能性を諦め始めていること、③
奨学金政策など一部の施策を除いて行政は
他に有効な施策を描き出せないでいること、
などを明らかにした。理論的・実証的な研究
を遂行する中で、私たちは先行研究を含めて、
わが国の教育社会の現状を超克し未来を切
り拓いていくために不可欠の課題を着想す
るにいたった。 
 
２．研究の目的 
本研究は、主に以下の５つの課題と向き合

うことを目的としている。 
(1)第一に、対象の再規定を行うことである。
「後期子ども」という年齢に基づく規定、あ
るいは、社会保障費の受給対象者という消極
的な規定にとどまるのではなく、教育社会を
再構築する主体（市民層）として捉え返す。
これまでの教育研究は義務教育を中心的な
アリーナとし、かつ、近年は政策と実践の目
標が「（確かな）学力」などの一元化された
目標に収斂されるようになってきている。実
体論的定義に依拠することで、かれらは常に
教育される対象として捉えられる傾向があ
る。一元的な人間像にもとづき多様性を排除
する傾向が強まっている。そのことがかえっ
て構造的な不安を煽っていることを私たち
は認識する必要がある。「若年」と「層」を
「市民」でつなぐ対象規定によって、私たち
のまなざし自体を問い直す。 
(2)第二に、エンパワメントの概念の本質に
立ち返る。昨今の新自由主義の教育改革の影
響もあって、個人をバラバラな存在として捉
える傾向が強まっている。改革も「できる生
徒の上澄み掬い」と同一視され、練られた改
革プランを切実な課題と向き合っている他
の実践の場に応用できにくい構造となって
いる。もっと言えば、改革そのものが他の学
校や場の困難さを増大させかねない競争
的・排他的な関係を強化している。エンパワ
メントは、課題を関係性の再構築作業として
捉えていく概念である。かつ、当事者自身の
語りを重視することもエンパワメントの要
件である。 
(3)第三に、本研究は多様な「学びの場」を
つないでいくことを目指す。〈若年市民層〉
の現実、とりわけ困難な現実と向き合いエン
パワメントを促す試みは、すでにさまざまな
場において内発的に展開されている。高校や
大学などのいわゆる「一条校」のみならず、
オルタナティブな学び舎やノンフォーマル
な団体の活動として大きな成果をあげてい
る。しかし、これらの試みは充分には発掘さ
れておらず、かつ、それらを持続可能な取り
組みとして支えていくための社会的条件を
特定する作業は手つかずのままである。本研
究は当事者が言葉をつくっていくことの意



味をそれぞれが実感しつつ、「学びの場」を
さらに豊かにしていくための息の長い取り
組みでもある。 
(4)第四に具体的な促進方策に着眼する。自
治体の調査によれば、〈若年市民層〉の支援
事業は、きわめて手薄な状況にある。奨学金
政策などいくつかの例外を除けば、この分野
から教育社会をよりよく変えていくための
公共的な方策を欠いている。しかし、上記の
試みを丁寧かつ分析的に考察すれば、エンパ
ワメントの諸実践が適用可能になる社会的
基盤を解き明かすことが可能である。たとえ
ば、財政支援をどのような形で行っていくか
にはさまざまな選択肢があり得る。 
(5)第五に、これらの諸課題を串刺しする「臨
床」という認識論的・方法論的座標軸の意味
を問い直す。とりわけ、「相互変容」と「専
門知の再構築」などを軸とした深い意味での
「臨床」の意義に着眼し、「相互変容」とい
う意味での「臨床」を教育社会のさまざまな
場に仕掛けていくことを研究の目的とする
ものである。理論的な側面での学術的貢献を
目的とする。 
 
３．研究の方法 
 本研究は、主として以下の方法によって実
施された。その際、各研究分担者のこれまで
の独自フィールドでの活動歴や当事者との
関係性を最大限活かすことを基本的な原則
とした。 
(1)〈若年市民層〉にかかわる先行研究およ
び各種データをもとに、関連するまなざしの
特徴と社会的基盤を問い直すことを出発点
とした。私たちが前提としていること自体を
いま一度再検討するために必要な手続きと
して設定した。 
(2)各自治体にかかわる教育支援関連資料を
収集し分析を加えた。とりわけ財政支援につ
いては、最も切実な課題のひとつとして扱っ
た。 
(3)複数の学校等の学び舎の実践に関するフ
ィールドワークを実施し、〈若年市民層〉の
教育エンパワメントの実践構造と社会的な
意義について質的吟味を行った。必要に応じ
て、質問紙調査も併用した。 
 
４．研究成果 
最終成果報告書でとりまとめた知見は、以

下の通りである。 
(1)〈高齢化／若者化〉する社会の中で、集
合的主体としての「若者」は、存立条件とし
ても現象としても、輪郭を失いつつある。こ
れは従来型の若者論の条件が失効しつつあ
ることを意味している。一方で、多様な差異
を孕んだ若者「層」自体は、依然として興味
深い位置にある。今後は、世代間以上に、全
世代を貫く形での主体位置を構成する線を
捉えていくことがより重要になっていく。 
(2)UNICEF が捉えた先進諸国の子どもたちの
幸福度の比較について仔細に検討した結果、

幸福度の指標は、物的状況、健康と安全、教
育、家族と友人の関係、行動とリスク、主観
的な幸福感の6側面の内容に基づいているが、
件の報告書が示す幸福度は限定的に捉えら
れていること、と同時に多元的に捉える努力
がうかがえる。また、日本に関しては、他国
と比べて子どもたちが孤独であると示され
ているが、調査の質問が誤訳であるため検討
が必要ではある。しかし、それを考慮しても
日本の子どもたちは学校における居心地の
悪さを比較的感じているといえる。子どもた
ちを学校または教師に任せるだけでは済ま
ないこと、大人一人ひとりが責任を持ち社会
全体で受け入れることが示唆される。 
(3)グローバル化と消費社会化とともに増殖
する質保証をめぐる議論は、「一元的操作モ
デル」に彩られている。これに対し、大阪府
の高校における実践事例は「相互的主体変
容」に基づく〈多元的生成モデル〉による「質
保障」を提起する。〈一元的操作モデル〉に
みられるように、特定の実体化された学力を
定めて直線的な成長を前提としながら、これ
を高校教育に下していくことは、大学入試に
よるコントロール以上に多くの弊害をもた
らす。若年層の実態を中心におき、かれらの
声に耳を傾け、かれら自身が「異質な他者」
と出会い対話し内発的に相互変容すること
の重要性が浮き彫りになった。 
(4)人口減少時代における教育費支援の実態
と意味を探るべく 2014 年に実施した全国市
区町村教育委員会アンケート調査のデータ
をもとに、ローカルオプティマム（「地方分
権下の政権選択による事業」と「独創的取組
み」に区分）の現状と課題を考察した。自治
体類型ごとの分析をもとに、高校統廃合から
義務教育諸学校統廃合をめぐって自治体の
政策選択の影響力を指摘する。多様な教育費
支援制度が削り取られていく危険性に警鐘
を鳴らすものである。 
(5)多くの高校では「問題」とされなかった
ことが大阪府立松原高等学校では「問題」と
され、そこでは相互的主体変容のプロセスが
重要な意味を持っていたことが事実として
語られる。同校の取り組みは、「わからなさ」
や「できなさ」をふまえつつ多様な価値や見
方を向き合わせ、主体として生成していく場
をつくっていく重要性を象徴している。〈一
元的操作モデル〉に陥り憂慮すべき局面にあ
るわが国の昨今の状況に対し、事例そのもの
が、とりわけ当事者の声が重要な示唆を与え
てくれている。 
(6)島根県立横田高等学校を事例研究を通し
て、少子高齢化や地方再生といった課題があ
る中での地方の高校のあり方が浮き彫りに
なった。横田高校の「だんだんカンパニー」
や仕事体験といった活動は、生徒に成長や地
域づくりの担い手としての意識をもたらす
と同時に、地域の新しいコミュニティづくり
にもつながっている。地域再生のコミュニテ
ィセンターとしての公立高校の役割は、単に



教育だけではなく、どのような地域をつくっ
ていくのかを考える鍵となる。 
(7)千葉県における「地域連携アクティブス
クール」は、生徒の学ぶ意欲を重視し、地元
の他機関との連携により地域の教育力を活
用しながら多様なニーズに応じることを目
指した新たなタイプの学校である。たとえば、
学習面における学び直しや実践的なキャリ
ア教育、スクールソーシャルワーカーの配置、
地域と連携した教育活動といった取り組み
がなされている。最近の「地域連携アクティ
ブスクール」の成果として、中途退学率の減
少や進路決定率の向上が見られている。多様
なリスクとニーズを抱えた生徒が、学校とい
うコミュニティからフェードアウトせずに
進路決定ができている意味は大きい。 
(8)徳島県立阿波西高等学校における事例研
究によって、野外での問題解決中心のプログ
ラムと教室で実施する参加型学習の授業か
ら構成されるワークショップを重ねるうち
に教員が生徒の言葉を引き出す重要性を認
識することを明らかにした。ワークショップ
をスモールステップで構成して生徒の話し
合いを深めていく方策をとり、高校生自身も
他人と意見を交換することによって考えが
広がることを実感し、主体的に社会に参画し
ようとする意思が芽生える。 
(9)高知商業高等学校の事例研究では、アジ
アと地元商店街を結ぶビジネス活動による
国際交流ボランティア活動が 20 年以上にわ
たって行われている点に着目。この実践にお
いては、柔軟で発達的なまなざしによる子ど
も観、社会との接点を意識した開発的な教材
観、状況に応じて繊細に支援する教職観がみ
られ、それらを鍛えることで教育行為の意味
がより深まり進化することを見出す。子ども
の良さを伸ばす課題や組織を地域や世界の
課題とつなげて開発する柔軟な思考が生か
されている実践の中に、未来の学校のヴィジ
ョンへのヒントがある。 
(10)北海道の困難校の社会科現代社会の教
諭の取り組みを対象とし、生徒の発達支援に
資する高校の授業の可能性と限界について
考察。当該教諭が現代社会の授業で示す題材
は教諭の意図が込められたメッセージであ
り、感想の文章化を通して生徒の自己表現と
内省を促し、教科新聞を通して生徒が交流し、
共感するコミュニティを生み出している。課
題としては、教科学習の内容と生徒のニーズ
をいかに近づけていくかということや他の
教科との連携や授業外活動との連携が挙げ
られる。 
(11)2013、2014 年に行った女子大学生に対す
る質問紙調査から、高校では大学卒業後の職
業を視野に入れた上での大学選択という進
路指導が行われていないことが示されてい
る。とくに、専門職就職者と比べて企業就職
者は多くの場合、職業的イメージを持たずに
大学進学を決定している。学生自身も、高校
時代に将来の職業選択と関連させた進路決

定がなされていないことを自覚している。専
門職だけでなく、企業における女性の活躍を
可能とするためにも、高校教育段階を含めて
若い女性の職業意識形成をエンパワーされ
ていくことが求められる。 
(12)長年取り組まれてきた海外スタディツ
アーについての考察から、その実践が学生に
「自己変容」をもたらしてきたことが明らか
になった。ツアーを通じて出会う「オルタナ
ティブな物語」が、在学期間中だけでなく卒
業後にわたって強い影響力をもたらしてお
り、〈若年市民層〉の教育エンパワメントと
しての役割を担っている。また、経験したオ
ルタナティブな物語を語り直すことが自己
変容を促すきっかけとなることもうかがえ
る。 
(13)日本における外国籍生徒の高校進学状
況は深刻なものであり、進学をしなかった場
合には不安定な労働という事態が待ち受け
ている。そのような認識をふまえて、高校進
学し高校卒業後の進路も決定しているベト
ナム国籍の高校生へのインタビューを実施
した結果、学校、家庭、地域のそれぞれによ
るサポートと行政による後方からの支援に
よって、外国籍生徒の進路実現が可能になる
こと、さらに、場をともにした日本人の子ど
もにとって貴重な刺激が得られることが明
らかになった。 
 以上、本研究課題の主な知見を列挙した。
若者を実体論の中で語るのではなく、さまざ
まな次元で関係性として捉え、示唆的な試み
が津々浦々で展開されていることに気づか
される。まずは、新自由主義や新保守主義、
あるいは、形式主義や消費者主義に惑わされ
て陥りがちな「認識の呪縛」から距離をとる
ことが一人ひとりに求められるのではない
か。ともすれば「功利主義」ともいえる価値
観やものの見方が私たちの生活世界を支配
しがちである。しかし、ここで紹介されてい
る事例とのかかわりやさまざまな知の創生
を通して、多元的な世界は私たちの身近に息
づいていることがわかる。資本主義社会のさ
まざまな領域の諸矛盾を貫き通し、かつ実践
ともつながっていけるもうひとつの物語を
編み直すことが次なる課題として浮かび上
がってきた。 
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